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　令和４年 12 月 20 日現在、新型コロナワクチ
ン接種は、今年３月 31 日で終了予定です。
　オミクロン株対応ワクチン接種は、12 歳以上
で初回接種（１，２回目接種）を終了した方を対
象に１人１回までとされています。
　初回接種や初回接種を終了した方で、これから
接種を希望される方は、３月末までに接種してく
ださい。新型コロナワクチン接種は、あくまでも
任意です。接種を希望される方は主治医とよくご
相談の上、ご検討ください。

▲町ホームページ

問い合わせ
　健康福祉課 保健衛生係　
　☎79-0911

新型コロナウイルス
ワクチン情報

　初回接種を終了した方で、接種後３か月が経過
する 12 歳以上の方や、５か月が経過する５歳か
ら 11 歳の方へ、順次接種券を送付しています。
　まだ接種がお済みでない方で、すでに接種券を
お持ちの方は、お手元の接種券を利用できます。
　また、紛失や転入等により東庄町で発行した接
種券がお手元にない方で、新型コロナワクチン
接種を希望する方は、保健衛生係（☎ 79-0911）
までご連絡ください。

オミクロン株対応ワクチン接種も
３月末で終了

接種券は順次発送しています

新型コロナワクチン接種は３月まで

　気温がマイナス 4℃以下になると水道管の水が凍って出なくなってしまい、水道管が破裂することが
あります。冬季には、水道管の防寒対策をお願いします。

屋外に露出している管／家の北側にあり、陽の当たらないところの管／
風当たりの強い場所にある管／寒い日に長時間水道を使用しなかった管

凍結しやすい
水道管

保温材
（布や毛布）

ビニール
テープ

凍
結
防
止
方
法

メーターボックス 屋外にある水道管

保温材
（布や発泡
スチロール）

　ビニール袋のな
かに小さく切った
布や発泡スチロー
ルを入れる。（必
ずメーターが見え
るように！）

　布や毛布などを巻
き、さらにぬれない
ようにビニールテー
プなどを巻く。

蛇口が凍ってしまった場合 水道管が破裂してしまった場合

　水道管にタオルをかぶせ、その上からぬるま
湯をかけてください。凍った状態で無理に栓を
ひねると蛇口が損傷する危険性があります。

　水道メーターから蛇口までの水漏れは、町の
指定給水装置工事業者に連絡し、修理してくだ
さい。水道メーターより道路側・水道メーター
からの水漏れは水道係へご連絡ください。

問い合わせ　まちづくり課 水道係　☎ 86-6077

水道管の凍結にご用心水道管の凍結にご用心水道管の凍結にご用心
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まちの福祉を支える身近な相談員

新しい民生委員・児童委員を紹介します
　民生委員・児童委員および主任児童委員が任期満了に伴う改選で、新たに 12月１日付けで厚生労働大臣
より委嘱されました。
　民生委員・児童委員は、それぞれの地域において皆さんが抱えている悩みや心配事の相談を受け、支援を
必要とする場合には行政や専門機関をつなぐパイプ役になるなどの活動をしています。また、主任児童委員
は、民生委員児童委員の中から指名され、児童問題を専門に担当します。

氏　名 担当地域
菅　谷　定　昭 大久保・舟戸
酒　井　奈保美 東和田・神田・稲荷入
青　柳　幸　博 小貝野・本郷
𠮷𠮷　田　まち子 平山・高部
星　野　利　雄 八木山・平台・大友
多部田　勝　男 根方・仲内
林　　　忠　衛 大木戸（坊別・東町）
山　野　久　江 大木戸（大上 ･ 大下･ 大新 ･ 新町）
星　野　惠　代 宿浜（新切）
石　津　良　子 宿浜（宿・西浜・東浜）
川　島　一　雄 新田
伊　藤　　　宏 菰敷
石　毛　克　身 鹿野戸
大　中　幸　雄 竜神台

氏　名 担当地域
林　　　朋　子 町全域

氏　名 担当地域
岩　瀨　　　等 新宿（浜組 ･ 仲組 ･ 新田の一部）
柳　堀　浩　秀 新宿（新田）
林　　　茂　緒 石出（国道の上）
木　内　祐　子 石出（国道の下）
木之内　和　雄 東今泉
飯　田　由多加 宮本
山　本　章　子 青馬
宮　口　髙　明 今郡 ･ 谷津
野　口　　　登 羽計
近　藤　　　守 羽計台
山　下　智　子 小南（御園 ･上宿 ･ 仲宿）
岩　瀬　久　子 小南（北宿 ･下宿 ･ 東開）
岡　野　よ志子 小座 ･ 粟野
松　田　久　枝 八重穂 ･夏目（西 ･八幡 ･ 浜宿）
田　中　道　郎 夏目（船場 ･ 西替地 ･ 東替地）

民生委員・児童委員

主任児童委員
氏　名 担当地域

岩　瀨　澄　江 町全域

問い合わせ　健康福祉課 福祉係　☎ 79-0910
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